
【別紙】 

 

【CGコード 原則4-9】 

 

社外役員の独立性判断基準 

 
 

社外役員（監査等委員を含む社外取締役）が次の基準を満たす場合、その者は独立性を有し、
一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断する。 

 

1. 現在又は過去において、当社グループ（注1）の業務執行者等（注2）であったことがない

こと。 
（注1） 
（注2） 

「当社グループ」とは、当社並びに当社の子会社及び関連会社をいう。 
「業務執行者等」とは、取締役（社外取締役を除く。）、監査役（社外監査役
を除く。）、執行役、会計参与その他これらに類する役職者又は使用人をいう。 

 

2. 現在又は過去5年間において、 
(1) 当社の大株主（注3）又はその業務執行者等であったことがないこと。 
(2) 当社グループが大株主（注3）である会社の業務執行者等であったことがないこと。 
（注3） 「大株主」とは、議決権の10％以上を保有する株主をいう。 

 

3. 現在又は過去5年間において、当社グループの主要取引先（注4）又はその業務執行者
等であったことがないこと。 
（注4） 「主要取引先」とは、当社グループとの間で、双方いずれかの連結売上高の2％

以上に相当する額の取引がある取引先をいう。 
 

4. 現在又は過去5年間において、 
(1) 当社グループから、役員報酬以外にコンサルタント、会計専門家又は法律専門家と

して、年間1,000万円以上の報酬を得ている者（その者が法人・団体等の場合は当該
法人・団体等に所属する者）であったことがないこと。 

(2) 当社グループの会計監査人の社員、パートナー又は従業員であったことがないこと。 
 

5. 現在又は過去5年間において、当社グループから年間1,000万円以上の寄付を受けている
者 

（その者が法人・団体等の場合は当該法人・団体等に所属する者）であったことがないこ
と。 

 

6. 現在又は過去5年間において、当社グループとの間で、役員が相互に就任している関係
にある者の業務執行者等であったことがないこと。 

 

7. 上記1から6までのいずれかに該当する者（重要でない者を除く。）の二親等内の親族で
ないこと。 

 

8. その他、職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせ得る事項又は判断に影響を及ぼ
すおそれのある利害関係がある者でないこと。 

 

以上 


